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除く



＊床面積が次の要件にあてはまること。建築の場合 : 13 ㎡以上／購入の場合 : 50 ㎡以上 ( 地上 3階以上の共同住宅の場合は 30 ㎡以上）
　ただし令和 2年 12 月 1日から令和 3年 11 月 30 日までの期間に購入 ( 不動産売買契約 ) した方は、40 ㎡以上に緩和されます。
＊新築住宅とは、新たに建築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのない住宅 ( 建築工事完了日から 1年を経過したものを除く）
　中古住宅とは、上記、新築住宅に該当しない住宅。
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